
 
 

 

一 一 

電
波
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
四
号
）
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
の
新
旧
対
照
表
（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 
 

正 
 

案 

現 
 
 
 

行 

 

（
免
許
を
要
し
な
い
無
線
局
） 

 

（
免
許
を
要
し
な
い
無
線
局
） 

第
六
条 

法
第
四
条
第
一
号
に
規
定
す
る
発
射
す
る
電
波
が
著
し
く
微
弱
な
無
線
局
を
次
の

と
お
り
定
め
る
。 

第
六
条 

法
第
四
条
第
一
号
に
規
定
す
る
発
射
す
る
電
波
が
著
し
く
微
弱
な
無
線
局
を
次
の

と
お
り
定
め
る
。 

１
～
３ 

（
略
） 

１
～
３ 

（
同
上
） 

４ 

法
第
四
条
第
三
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
無
線
局
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

４ 

法
第
四
条
第
三
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
無
線
局
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一
～
七 

（
略
） 

一
～
七 

（
同
上
） 

八 

五
㎓
帯
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
（
四
、
九
〇
〇
㎒
以
上
五
、
〇
〇
〇
㎒
以
下
又
は

五
、
〇
三
〇
㎒
以
上
五
、
〇
九
一
㎒
以
下
の
う
ち
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
周
波
数

の
電
波
を
使
用
し
、
主
と
し
て
デ
ー
タ
伝
送
の
た
め
に
基
地
局
と
陸
上
移
動
局
と
の
間

若
し
く
は
陸
上
移
動
局
相
互
間
で
行
う
無
線
通
信
（
陸
上
移
動
中
継
局
の
中
継
に
よ
る

も
の
を
含
む
。
）
又
は
携
帯
基
地
局
と
携
帯
局
と
の
間
若
し
く
は
携
帯
局
相
互
間
で
行

う
無
線
通
信
を
い
う
。
）
の
陸
上
移
動
局
又
は
携
帯
局
（
上
空
で
の
運
用
を
除
く
。
）

で
あ
つ
て
、
か
つ
、
空
中
線
電
力
が
〇
・
〇
一
ワ
ッ
ト
以
下
で
あ
る
も
の
。 

八 

五
㎓
帯
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
（
四
、
九
〇
〇
㎒
以
上
五
、
〇
〇
〇
㎒
以
下
又
は

五
、
〇
三
〇
㎒
以
上
五
、
〇
九
一
㎒
以
下
の
う
ち
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
周
波
数

の
電
波
を
使
用
し
、
主
と
し
て
デ
ー
タ
伝
送
の
た
め
に
基
地
局
と
陸
上
移
動
局
と
の
間

又
は
陸
上
移
動
局
相
互
間
で
行
う
無
線
通
信
（
陸
上
移
動
中
継
局
の
中
継
に
よ
る
も
の

を
含
む
。
）
を
い
う
。
）
の
陸
上
移
動
局
で
あ
つ
て
、
か
つ
、
空
中
線
電
力
が
〇
・
〇

一
ワ
ッ
ト
以
下
で
あ
る
も
の
。 

九 

（
略
） 

九 

（
同
上
） 

 

（
登
録
の
対
象
と
す
る
無
線
局
） 

 

（
登
録
の
対
象
と
す
る
無
線
局
） 

第
十
六
条 

法
第
二
十
七
条
の
十
八
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
無
線
局
は
、
次
に
掲
げ

る
も
の
と
す
る
。 

第
十
六
条 

法
第
二
十
七
条
の
十
八
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
無
線
局
は
、
次
に
掲
げ

る
も
の
と
す
る
。 

一
～
六 

（
略
） 

一
～
六 

（
同
上
） 

七 

設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二
十
一
第
一
項
に
規
定
す
る
技
術
基
準
に
係
る
無
線
設
備

を
使
用
す
る
携
帯
基
地
局 

 

八 

設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二
十
一
第
一
項
に
規
定
す
る
技
術
基
準
に
係
る
無
線
設
備

を
使
用
す
る
携
帯
局 

 

九 

設
備
規
則
第
五
十
四
条
第
二
号
に
規
定
す
る
技
術
基
準
に
係
る
無
線
設
備
（
同
号
チ

の
技
術
基
準
が
適
用
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。 

七 

設
備
規
則
第
五
十
四
条
第
二
号
に
規
定
す
る
技
術
基
準
に
係
る
無
線
設
備
（
同
号
チ

の
技
術
基
準
が
適
用
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。 

十 

設
備
規
則
第
五
十
四
条
第
五
号
に
規
定
す
る
技
術
基
準
に
係
る
無
線
設
備
を
使
用
す

る
簡
易
無
線
局 

八 

設
備
規
則
第
五
十
四
条
第
五
号
に
規
定
す
る
技
術
基
準
に
係
る
無
線
設
備
を
使
用
す

る
簡
易
無
線
局 

 
 

 

（
登
録
局
の
無
線
設
備
の
規
格
） 

第
十
七
条 

法
第
二
十
七
条
の
十
八
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
無
線
設
備
の
規
格
は
、

次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
登
録
局
の
無
線
設
備
の
規
格
） 

第
十
七
条 

法
第
二
十
七
条
の
十
八
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
無
線
設
備
の
規
格
は
、

次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一
～
六 

（
略
） 

一
～
六 

（
同
上
） 

七 

設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二
十
一
第
一
項
に
規
定
す
る
技
術
基
準
の
う
ち
携
帯
基
地 

別紙１ 



 
 

 

二 二 

局
に
係
る
も
の 

八 
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二
十
一
第
一
項
に
規
定
す
る
技
術
基
準
の
う
ち
携
帯
局
に

係
る
も
の 

九 

設
備
規
則
第
五
十
四
条
第
二
号
に
規
定
す
る
技
術
基
準 

十 

設
備
規
則
第
五
十
四
条
第
五
号
に
規
定
す
る
技
術
基
準 

七 

設
備
規
則
第
五
十
四
条
第
二
号
に
規
定
す
る
技
術
基
準 

八 

設
備
規
則
第
五
十
四
条
第
五
号
に
規
定
す
る
技
術
基
準 

 
 

 

（
登
録
局
の
開
設
区
域
） 

 

（
登
録
局
の
開
設
区
域
） 

第
十
八
条 

法
第
二
十
七
条
の
十
八
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
区
域
は
、
次
に
掲
げ
る

と
お
り
と
す
る
。 

第
十
八
条 

法
第
二
十
七
条
の
十
八
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
区
域
は
、
次
に
掲
げ
る

と
お
り
と
す
る
。 

一 

（
略
） 

一 

（
同
上
） 

二 

四
、
九
〇
〇
㎒
を
超
え
五
、
〇
〇
〇
㎒
以
下
又
は
五
、
〇
三
〇
㎒
を
超
え
五
、
〇
九

一
㎒
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
無
線
局
の
開
設
区
域
は
、
総
務
大
臣
が
別
に

告
示
す
る
区
域
と
す
る
。 

二 

四
、
九
〇
〇
㎒
を
超
え
五
、
〇
〇
〇
㎒
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
無
線
局

の
開
設
区
域
は
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
区
域
と
す
る
。 

 

三 

五
、
〇
三
〇
㎒
を
超
え
五
、
〇
九
一
㎒
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
無
線
局

の
開
設
区
域
は
、
沖
縄
総
合
通
信
事
務
所
の
管
轄
区
域
以
外
の
区
域
と
す
る
。 

２ 

（
略
） 

２ 

（
同
上
） 

 
 

 
 

 

附 

則 

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 


